
愛知県農薬安全使用指導指針

第１ 趣 旨

農薬は、農業生産の安定・向上に重要な役割を果たしているが、使用方法を誤ると、

自然環境の汚染、人畜・生活環境動植物の危・被害及び食品中への農薬残留等の面で

重大な問題が生じるおそれがある。

このため、農薬の使用については、国の定める農薬を使用する者が遵守すべき基準

（以下「農薬使用基準」という。）、県農業病害虫防除の手引き等に沿うとともに、こ

の指針によって、指導の徹底を図るものとする。

第２ 指導推進事項の項目

１ 農薬取締法、毒物及び劇物取締法、消防法並びに食品衛生法等関連法令の遵守

２ 国の定める農薬使用基準、県農業病害虫防除の手引き等の遵守

３ 農薬使用上の注意事項の遵守

４ 使用規制する農薬及び規制内容の遵守並びに無登録農薬の排除

５ 住宅地等における危・被害防止

６ 家畜、みつばち及び蚕に対する危・被害防止

７ 生活環境動植物等に対する危･被害防止及び水質汚濁の防止

８ パラコートを含有する除草剤の使用上の注意

９ 農林水産航空事業における危･被害防止

10 無人航空機による病害虫防除における危･被害防止

11 総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）の推進

第３ 指導推進事項の内容

１ 農薬取締法、毒物及び劇物取締法、消防法並びに食品衛生法等関連法令の遵守

(１) 農薬取締法に基づく水質汚濁性農薬及び農薬取締法第16条に基づく「生活環境動

植物に有害な」旨の表示のある農薬については、県の水質汚濁性農薬等適正使用指

導要領の規制を遵守する。

(２) 毒物及び劇物取締法に基づく毒物又は劇物に該当する農薬については、取扱いに

当たり毒物及び劇物取締法の規定を遵守する。

(３) 消防法に基づく危険物に該当する農薬については、取扱いに当たり消防法の規定

を遵守する。
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(４) 食品衛生法に基づく食品の成分規格としての農薬の残留基準の趣旨を周知・徹底

する。

２ 国の定める農薬使用基準、県農業病害虫防除の手引き等の遵守

(１) 農薬使用基準とは、農薬の安全かつ適正な使用を確保するため、農薬取締法第25

条に基づき農林水産省令・環境省令をもって、その種類ごとに以下の事項について

定められたものであり、農薬使用者はこの基準に違反して農薬を使用してはならな

い。

ア 農薬使用者の責務

イ 表示事項の遵守

ウ くん蒸による農薬の使用

エ 航空機を用いた農薬の使用

オ ゴルフ場における農薬の使用

カ 住宅地等における農薬使用

キ 水田における農薬の使用

ク 被覆を要する農薬の使用

ケ 帳簿の記載

(２) 本県における農作物の病害虫防除に当たっては、国の定める農薬使用基準のほか、

県の定める農業病害虫防除の手引き等を遵守する。

３ 農薬使用上の注意事項の遵守

農薬を安全かつ適正に使用するためには、農薬の特性、使用方法、危害防止方法、

中毒時における措置等について、使用者自身が十分認識を深めていることが必要であ

る。

(１) 農薬の散布について

ア 散布前の注意事項

(ア) 農薬の製品には、使用方法、使用上の注意事項が表示されているので、これ

をよく読み、表示されている使用方法等を遵守する。

(イ) 散布作業に必要なマスク、保護クリーム、手袋、帽子、長靴、長袖シャツ、

上着、長ズボン、防除着、保護メガネ等は、あらかじめ準備しておく。

(ウ) 使用する器具・施設が作業中に故障しないように完全に整備されているかど

うかを十分点検する。
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特にホースの接続部分等の不良により、薬液が噴出したりすることのないよ

うに注意する。また、温室、ビニルハウス等（以下、「温室等」という。）の施

設内でくん煙、くん蒸などを行う場合は、ガス漏れのないように施設の細部に

わたり十分点検・整備する。

（エ) 子供や散布に関係のない者が、作業現場に近づかないように配慮する。

（オ) 万一の事故に備え、薬剤の名称や毒物・劇物の区別等を記録しておくととも

に、毒性の程度や応急手当、解毒方法等を把握しておく。

（カ) 体調の優れない者や、農薬の散布作業に配慮が必要な者は、散布作業に従事

しない。

(キ) 散布作業によって中毒になった者は、その中毒が重い場合には完全治癒して

から１か月以上、軽い場合でも７日から10日以上経なければ、散布作業に再び

従事しないようにする。

(ク) 薬剤散布直後に除草などの管理作業のため、ほ場内に入ることのないよう、

あらかじめ必要な作業は済ませておく。

特に、温室等の施設内で農薬散布（注入、くん煙及びくん蒸を含む。）する

場合は注意する。

(ケ) 使用された農薬により、水道や河川、湖沼、海域及び養殖池（以下、「河川

等」という。）を汚染しないように散布地域の実情を十分考慮しておく。

(コ) 学校、病院及び住宅地等に接した地域で農薬を使用する場合、あらかじめ付

近の住民等に注意事項を連絡し、人や家の中あるいは食物や洗濯物等に農薬が

かからないよう措置する（第３の５参照）。

特に、一時に広範囲の防除を行う場合は、細心の注意を払い、危害が生じな

いように措置する。

イ 散布液調製時の注意事項

(ア) あらかじめ散布面積、作物の大きさ、病害虫の種類等を把握して、必要な散

布液量を調製し、散布時に過不足が生じないようにする。

(イ) 散布液の調製の際は、経験者が必ずゴム手袋やマスク、保護メガネを着用す

るとともに、できるだけ顔や手など露出部分を少なくし、保護クリームを塗っ

ておく。

特に、粉末の水和剤等は、風に舞いやすいので注意し、粉末を吸い込まない
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ように慎重に取り扱う。

(ウ) 薬液を計るときは、瓶の周囲に薬液が付かないように注意し、計り終わった

ら１回ごとに必ず栓をする。もし、瓶の周囲に薬液が付いたときには、布切れ

などでよく拭き取り、薬液の付いた布切れなどは危険のないように適切に処理

する。

(エ) 乳剤の調製に当たっては、原液を初めは少量の水に溶かし、徐々に所定量の

水と混合し、よくかきまぜて作る。粉末の水和剤の調製に当たっては、粉末を

少量の水でのり状によく練ってから、徐々に所定量の水を加えながら混ぜて作

る。この場合、水滴が跳ね返らないように注意する。

(オ) 薬液が道路などにこぼれたときは、直ちに汚染された部分の土を排除するか、

洗い流すなどして危険のないようにしておく。

また、この際、洗い流した液が用水や河川に流れ込むことのないように配慮

する。

ウ 農薬の飛散防止

農薬散布を行う場合、農薬が飛散し、人畜や周辺環境等に危害を及ぼすことが

ないよう最大限配慮する（住宅地等における危・被害防止は第３の５参照）。

また、周辺で栽培されている食用農作物が残留農薬基準を超え、又は有機農産

物に関する認証が受けられなくなる等の、防除対象以外の農作物への損害が生じ

ないよう、必要な措置を講じる。

(ア) 周辺農作物の栽培者に対して、事前に、農薬使用の目的、散布日時、使用農

薬の種類等について連絡する。

(イ) 当該病害虫の発生状況を踏まえ、最小限の区域における農薬散布にとどめる。

(ウ) 無風や風の弱い時間帯など近隣に影響が少ない天候の日や時間帯を選ぶとと

もに、風向きやノズルの向き等に注意する。

(エ) 周辺農作物の収穫時期が近い場合は、飛散が少ない農薬の種類や形状、散布

方法、散布器具に変更する。

(オ) 上記対策をとっても飛散が避けられないような場合は、散布日の変更等を検

討し、その上でやむを得ないと判断されれば、周辺農作物の栽培者に収穫日の

変更やほ場の被覆等の対策を要請する。

(カ) 農薬の飛散が生じた場合は、周辺農作物の栽培者等に対して速やかに連絡す
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るとともに、地域組織と対策を協議する。

エ 農薬散布時の注意事項

(ア) 散布作業に慣れてくると、油断して取扱いが粗雑になりがちなので、作業に

当たっては、指導者の指示に従うなど、常に安全な作業に心がける。

（イ) 服装の不完全な者が中毒する場合が多いので、必要に応じ、顔、手足などに

保護クリームを塗り、帽子、マスク、長ズボン、長袖の上着などの作業着、ゴ

ム手袋、ゴム長靴、保護メガネなどを着用する。上着や長ズボンは、防水した

ものを用いる。

(ウ) 果樹園のような高い所へ薬剤を散布する場合は、頭巾のように頭から肩まで

覆うことのできる帽子と、できるだけ農薬散布用に作られた補助着（防除着）

で、防水したものを着用する。

(エ) 散布に当たっては、風向きを考え、風下から逐次風上に散布作業を進めると

ともに、常に身体を風上に置き、噴霧液や散布粉を直接浴びないようにする。

また、周辺の環境に影響を及ぼさないように、散布農薬が周囲に飛散しない

ように配慮する。

(オ) 作業は、日中の暑いときを避け、朝夕の比較的涼しい時間を選んで行うとと

もに、連日の散布を避け、できれば共同防除で行うようにする。

(カ) 休憩時や散布後に、たばこを吸い、又は飲食をする場合は、必ず手や顔をよ

く洗い、同時にうがいをする。

(キ) 作業中に頭痛、めまい、吐き気など気分が悪くなった場合には、直ちに作業

をやめ、同時にうがいをする。

(ク) 薬剤が皮膚についた場合は、直ちに石けん水で皮膚を洗い、また、散布液を

ひどく浴びたときには、交代するなり、衣服を替えるなりする（常に予備の着

替えをビニール袋に入れて用意しておく。）。

(ケ) 防除作業員の人員や散布時間には十分な余裕をとり、無理に強行することの

ないようにし、同じ者が長時間散布作業に携わることのないように配慮する。

(コ) 温室等の施設内で散布する場合は、施設内に農薬がこもり、作業者の体に付

着し、吸いやすくなるので、特に服装を厳重にし、必ず専用の防毒マスクを着

用する。

くん煙の場合も同様であり、くん煙後、14～15時間は施設内に立ち入らない
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よう実施時間（例えば夕方行うなど）を配慮する。やむを得ず施設内に入ると

きは、専用の防毒マスクを必ず着用する。

(サ) クロルピクリンくん蒸剤等ガスを利用して殺虫・殺菌する農薬を温室等の施

設内で使用する場合は、隔離式有機ガス用の防毒マスクを必ず着用し、施設を

開放した状態で作業するとともに、作業後は施設外にガスが漏れないように常

に点検する。

ガス化する農薬及びくん煙剤等を施設内で使用した後は、必ず人のいないこ

とを確認し、施設の出入口は施錠する。

(シ) クロルピクリンくん蒸剤等ガスを利用して殺虫・殺菌を屋外で行う場合は、

人家などの近くや、一時に広範囲に使用せず、作業者は専用の防毒マスクを必

ず着用する。

また、その他周辺の環境条件を十分配慮し、危害の起こらないよう万全の措

置をとってから実施する。

(ス) パイプダスター散布中のホースの中央は、農薬の濃度が高く危険なので、中

持ちは絶対にしない（どんなに長いホースでも風量を調節することによって中

央の持ち上がりをなくすことができる。）。

(セ) メソミル剤及び同剤との混合剤は、腰の高さ以上の散布及び施設内や、その

他噴霧のこもりやすい所での散布は絶対に行わない（第３の４の（１）参照）。

(ソ) 育苗箱、ペーパーポット等に農薬を使用する際は、使用農薬が周囲にこぼれ

落ちないよう慎重に防除を実施する。

(タ) 配置剤のうち残留基準が設定されている成分を含む農薬については、農作物

の茎葉部や根部と農薬成分が接触しないよう、栽培ほ場の周辺部又は栽培ほ場

内に設置したトレイ(皿)上に配置する。

(チ) 散布中は、防除機周辺が無防備になりがちなので、農薬の盗難等には十分注

意する。

オ 農薬散布後の注意事項

(ア) 使用した防除器具は、薬剤タンク、ホース、噴頭、ノズル等農薬残留の可能

性がある箇所に注意して、洗浄を十分に行う。また、洗浄液、使用残りの薬液

は河川等に流さずに、散布むらの調整等に使用する。

(イ) 使い残した農薬は、密封、密栓し、未使用の農薬と一緒に農薬専用の保管庫
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などへ収納・施錠し、子供などが手の届かないところへ置く。

また、飲料用空き瓶等への移替えは誤飲等の事故につながるので絶対にしな

い。

(ウ) 使用後の空容器、空き瓶及び空袋を野焼きしたり、戸外に放置することのな

いよう注意し、廃棄物処理業者に処理を委託するか、市町村又は農業団体等に

よる回収・処理システムのある地域では定められた方法により処分するか、若

しくは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び施行規則」に定める基

準に適合する施設で焼却する。

また、スプレー式農薬の空き缶は、必ず穴を開け、ガス抜きした後、空容器

と同様に適切に処理する。

(エ) 不要な農薬は、厳重に保管するか、又は廃棄物処理業者に処理を委託するか、

市町村又は農業団体等による回収・処理システムのある地域では定められた方

法により処分する。

(オ) 手足はもちろん全身を石けん等でよく洗うとともに、衣服は下着まで全部取

り替え、作業に使用した衣服は必ず洗剤等を用いてよく洗う。

また、作業に使用した衣服は、翌日、そのまま着用することのないよう注意

する。

(カ) 作業後及びその晩は、次の諸点に注意すること。

ａ 飲酒を慎む。

ｂ 夜更かしをしない。

ｃ 気分が少しでも悪くなったら医師の診断を受ける（医師の診断を受ける際

には、農薬散布作業の内容と使用農薬名を告げる。）。

(キ) クロルピクリンくん蒸剤等ガス使用による防除を行ったほ場や施設等は、ガ

ス漏れによる危害の起こらないように数日間は巡回点検するとともに、施設で

は出入口に施錠し、立札を掲示するなど、みだりに人が立ち入らないようにす

る。

特に、被覆を要する農薬を使用した場合は、農薬を使用した土壌から当該農

薬が揮散することを防止するための措置を講じるよう努める。

(ク) 水田等に農薬を使用した場合は、農薬がほ場外に流出しないよう管理・点検

する（第３の７の（５）参照）。
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(ケ) 農薬を使用した年月日、場所、農作物名、農薬の種類又は名称、単位面積当

たり使用量及び希釈倍数等について、防除の記録（防除日誌）を付ける。

(２) 種子消毒の廃液処理について

共同育苗施設等における水稲種子消毒廃液については、周辺環境に影響を及ぼさ

ないよう、次のいずれかの方法より、適切に処理する。

ア 産業廃棄物処理業者等に処理を委託する。

イ 廃液処理設備を導入し、これにより適切に処理する。

なお、廃液処理設備による処理の際に発生する汚泥等については、産業廃棄物

処理業者に処理を委託する。

ウ 薬剤による浸漬処理法から、粉衣処理法、塗沫処理法、吹き付け処理法等に切

り替える。

(３) 農薬の購入及び運搬について

ア 購入時の注意事項

(ア) 使用農薬の選定に当たっては、防除の目的に合致する農薬のうちから、防除

効果、使用方法、薬害、混合性、毒性、残留性、ほ場やその周辺の条件及び残

液・空き瓶・空袋の処理等の難易などを総合的に判断し、最も適当な農薬を選

定・購入する。

(イ) 選定した農薬は、防除計画に基づく必要量を購入し、保管中の農薬事故や目

的外使用などの防止に努める。

なお、農薬販売業の届出のある業者から購入する。

(ウ) 毒物又は劇物に指定されている農薬の購入については、農薬販売者に薬剤の

名称、数量、年月日、氏名、職業、住所等を記載し、押印した書面（毒劇物譲

受書）を提出する。

なお、心身の障害により危害防止措置を適切に行うことができない者及び麻

薬等の中毒者又は18歳未満の者は、購入できない。

(エ) 特定毒物である農薬を購入し、あるいは所持し、使用することが許されてい

る者は、国、地方公共団体、農業協同組合等に限られているので、取扱いにつ

いては、特に注意する。

イ 運搬上の注意事項

(ア) 農薬を運搬するときは、途中で袋が破れ、瓶が割れ、又は栓が緩んでこぼれ
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ることがないよう、保管箱に入れるなど包装を厳重に運搬する。

特に、クロルピクリンくん蒸剤等ガス化しやすい農薬は、厳重な注意が必要

である。

(イ) 農薬は、弁当などの飲食物と同一の箱などに入れて運搬することのないよう

注意する。

(４) 農薬の保管・管理について

農薬は、長い間貯蔵しておくと貯蔵中に成分が変化して効力の低下や薬害が出や

すくなるおそれがあるほか、保管・管理も不注意になるので、必ず計画的な購入に

より必要以上の農薬を長期間貯蔵しないようにし、事故が起こらないよう心がける。

農薬を保管するときは、次のことを遵守する。

ア 薬剤は、密栓して保管庫などに保管する。

イ 保管場所は施錠し、盗難・紛失の防止、その他誤用のないようにする。

ウ 保管場所は、薬剤が飛散したり、地下に染み込んだり、又は流れ出るおそれの

ない場所とする。

エ 毒物又は劇物に該当する農薬の保管場所には「医薬用外」の文字、毒物につい

ては「毒物」、劇物については「劇物」の文字を所定どおり書いておく。

オ 毒物又は劇物に該当する農薬は、それ以外の農薬と区分して保管する。

カ 薬剤は、他の容器、特に間違いの起こりやすい飲食物等の容器に移し替えない。

キ 薬剤は、温度の高い所、光を受ける所及び湿度の高い所に長く置かないように

する。

ク 消防法別表に定める危険物に該当する薬剤を一定数量以上保管する場合には、

所轄の消防本部の許可を受け、又は届け出る。

ケ 地震対策として次の点に留意して保管する。

(ア) 保管庫を固定・補強しておく。

(イ) 転倒時に破損しやすい瓶等は、保管庫内の下段に置き、しっかりとふたや栓

をして箱に入れる等の転倒防止策を講じておく。

(ウ) 地震発生時に備え、農薬の流出・飛散を防止するため、土、砂、ベントナイ

ト等を常備しておく。

(エ) 警戒宣言が発令された場合は、安全確認・点検を行う。

(５) 事故発生時の措置について
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ア 万一、農薬使用に伴う事故が発生した場合は、速やかに地元の農林水産事務所、

市町村役場、農業協同組合等に報告する。

イ 毒物又は劇物に該当する農薬が、飛散し、漏れ、流れ出、染み出又は地中に染

み込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上危害が生ずるお

それがあると認められるようなときは、直ちにその旨を保健所、警察署又は消防

機関に届け出るとともに、保健衛生上の危・被害を防止するために、必要な応急

の措置を講じる。

また、盗難又は紛失したときは直ちにその旨を警察署に届け出る。

４ 使用規制する農薬及び規制内容の遵守並びに無登録農薬の排除

(１) 安全な農産物の生産確保と農薬使用者自身等に対する危・被害防止を図るため、

農薬使用者は農薬取締法、農薬使用基準、県農業病害虫防除の手引き等を遵守する

ほか、本県においては、次に揚げる農薬について、それぞれに定める規制内容を厳

守する。

農 薬 名 規 制 内 容

メソミルを含有する製剤 １ 散布作業中は、性能の良いマスクを着用する。

転作大豆を対象として使用する場合は、特級マスクを

着用してフォームスプレーノズルを使用し散布する。

２ 施設内では、絶対に使用しない。

パラコートを含有する製 １ 散布作業中は、性能の良いマスクを着用する。

剤 ２ フォームスプレーノズルを使用し散布する。

３ 誤飲等のないよう、保管管理は特に厳重にする。

４ その他（第３の８参照）

クロルピクリンを含有す 住宅地域及びその周辺での使用に当たっては、ガスによ

る製剤 る危・被害の発生防止に十分考慮し、特に住宅隣接ほ場で

は使用しない。

ＥＰＮを含有する製剤 使用しない。

水質汚濁性農薬（シマジ シマジン（ＣＡＴ）を含有する除草剤については、県内

ンを含有する除草剤） 全域で使用を自粛する。

(２) 農薬取締法第24条で使用が禁止された農薬や、農薬ラベルの最終有効年月が過ぎ、
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かつ農薬登録が失効した農薬は、一切使用しない。

(３) 非農耕地専用除草剤を農地に使用しない。

５ 住宅地等における危・被害防止

公共施設内の植物、街路樹並びに住宅地に近接する農地及び森林等において農薬を

使用する場合は、農薬の飛散が周辺住民、子供等に健康被害を及ぼすことがないよう、

「住宅地等における農薬使用について」（平成25年４月26日付け25消安第175号・環水

大土発第1304261号農林水産省消費・安全局長、環境省水・大気環境局長通知）に従

うとともに、次の諸点を遵守する。

(１) 病害虫や被害の早期発見に努め、病害虫の状況に応じた適切な防除を行う。

(２) 病害虫に強い作物や品種の選定、病害虫の発生しにくい適切な土作りや施肥の実

施、害虫の捕殺、物理的防除の活用等により、農薬使用の回数及び量を削減する。

(３) 農薬を使用する場合は、散布以外の方法を活用するとともに、やむを得ず散布す

る場合は最小限の区域にとどめる。

(４) 農薬の飛散を防止するため、無風や風の弱い時間帯など影響が少ない天候の日や

時間帯を選び、風向きやノズルの向き等に注意し、粒剤や飛散を抑制するノズルを

使用する等、最大限配慮する。

(５) 農薬を散布する場合は、事前に周辺住民に対して農薬使用の目的、散布日時、使

用農薬の種類について十分な周知に努める。特に、散布区域の近隣に学校、通学路

がある場合には当該学校や子どもの保護者等への周知を図り、散布の時間帯に最大

限配慮する。公園等の防除では、散布時に立て看板の表示等により、散布区域内に

人が立ち入らないよう最大限の配慮を行う。

６ 家畜、みつばち及び蚕に対する危・被害防止

(１) 家畜に対する危・被害防止について

従来の事故発生状況の全国的な傾向を見ると、大・中家畜は薬剤の散布地域及び

その付近のあぜの草並びに野菜などの散布直後の給与・採食や飲み水による経口中

毒によるものが多い。また、鶏の場合は、農薬飛散による吸入中毒、給餌機及び飲

み水の汚染が主な原因になっているので、次の諸点に注意する。

ア 散布前及び散布時の注意事項

(ア) 毒性の強い農薬を使う場合には、散布前に散布地域、使用薬剤及び家畜に対

する注意事項を地域内家畜飼養者に徹底することが望ましい。
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(イ) 散布に当たって、馬屋、牛舎、鶏舎、牧草などがある場合は、風向きを考え

て、薬剤がかからないよう注意する。

(ウ) 広範囲な集団防除を実施する場合は、薬剤の飛散が広範囲にわたり、また気

化ガス体の影響も考えられるので、当該地域の家畜飼養者に対し安全が確認さ

れるまで、戸外での係留、放飼をしないよう要請する。

イ 散布後の注意事項

(ア) 散布後、付近のえさとなる草、牧草の刈取りは、薬剤の種類によって長短が

あるが、概ね２週間程度経過するまで行わない。したがって、えさとなる草、

牧草は散布前に刈り取っておく。

(イ) 家畜が散布地域へ入らないよう細心の注意をする。

(ウ) 飲み水は野外の天然水を避け、水道又は井戸水を給与する。

(エ) 万一、事故が発生した場合は、速やかに獣医師又は家畜保健衛生所に連絡し、

手当を受ける。

(２) みつばちに対する危・被害防止について

養蜂が行われているところでは、国が毎年発出する「蜜蜂被害軽減対策の推進に

ついて」（農林水産省消費・安全局農産安全管理課長、生産局畜産部畜産振興課長

通知）、県が毎年発出する「蜜蜂被害軽減対策の推進に係る愛知県の対応について」

（県農業水産局長通知）及び「花粉交配用みつばちの安定確保に向けた取組の推進

について」（平成21年７月24日付け 21消安第4395号消費・安全局長、生産局長通知)

に従うとともに、次の諸点に注意する。

ア 薬剤散布によりみつばち群に危・被害を及ぼすおそれのあるときは、地区養蜂

組合に使用農薬名、使用時期、使用範囲、使用方法など少なくとも散布２週間前

に通報する。

イ みつばち群の飼養があきらかな場合は、事前に養蜂家への連絡を行う。

ウ いちごの奇形果防止、メロンやナス等の野菜の受粉などに利用されるみつばち

は、農薬に対して極めて敏感であるため、管理に十分注意が必要である。薬剤散

布する場合、巣箱は外に出しておき、影響がなくなってからハウス内に入れる。

(３) 蚕に対する危・被害防止について

桑園に使用した薬剤が桑に残留し、又は桑園付近で散布した薬剤が桑に付着し、

知らずに蚕に桑を給与し被害を起こすことがある。したがって、次の諸点に注意す
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る。

ア 桑園に直接薬剤散布する場合には、残留期間の短い農薬を選び、残留期間を考

慮して散布する。

イ 桑園の隣接地での薬剤散布は、次の点に注意する。

(ア) 桑園に薬剤が飛散しないように注意する。

(イ) 飛散のおそれのある場合は、所有者に連絡し、蚕の飼育期間と農薬の残留期

間を考慮して前もって桑を摘み取るなどの措置を講ずる。

(ウ) 集団的な防除の場合は、事前に養蚕家代表と十分連絡・協議する。

ウ ＢＴ剤は、蚕を含めたチョウ目昆虫に対して、特異的に殺虫効果を持っている

ので、使用に当たっては製品に表示された注意事項を遵守し、桑園及び養蚕施設

等に本剤が飛散し、蚕に対する危・被害が発生しないようにする。

エ カルタップ剤及び合成ピレスロイド剤は、蚕毒性が強く、またその影響が蚕に

対して２か月以上の長期にわたるものもあることから、桑園に飛散し、蚕に影響

を与え、危・被害を生ずる可能性のある地域では絶対に使用しない。

また、こうした農薬の薬剤散布に使用した器具等は、桑用と必ず区別する。

オ ピリプロキシフェン剤は、蚕毒性が高いので、桑園に飛散し、蚕に影響を与え、

危・被害を生ずる可能性のある地域では絶対に使用しない。本剤は製造業者によ

って出荷地域が規制されている。

カ 万一、農薬により桑が汚染した場合は、農林水産事務所の指導を受け、蚕に対

し安全かどうかを確認し、安全になるまではその桑の使用は避ける。

７ 生活環境動植物に対する危・被害防止及び水質汚濁の防止

農薬の使用に伴う水産動植物の危・被害の発生及び公共水域等の水質の汚濁を未然

に防止するため、次の事項を遵守する。

(１) 県内全域にわたり、魚毒性の低い農薬の使用を推進し、水質汚濁性農薬及び農薬

取締法第16条に基づく表示の中に「生活環境動植物に有毒な」旨の表示のある農薬

は、できる限り使用しないよう努めるものとする。

(２) 本県においては、農薬取締法施行令第２条に揚げる水質汚濁性農薬であるシマジ

ン（ＣＡＴ）は、県内全域において使用を自粛する。

(３) 農薬取締法第16条第７号に基づく「生活環境動植物に有毒な農薬については、そ

の旨」の表示のある農薬については、その表示事項を遵守する。
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(４) 水質汚濁性農薬及び農薬取締法第16条第７号に基づく表示のある農薬以外の農薬

についても、以下の事項に配慮する。

ア 散布された薬剤が、河川等に飛散又は流入するおそれのある場所では使用せず、

これらの場所以外でも一時に広範囲には使用しないこと。

イ やむを得ず、使用地域内及びその周辺に魚介類の養殖場がある場合には、使用

する農薬の選定、使用時期、使用方法及び水管理等について、当該養殖業関係者

と十分協議の上、被害の未然防止に努める。

ウ 使用残りの薬液が生じないように調製を行うとともに、散布に使用した器具及

び容器を洗浄した水や使用残りの薬液は、河川等に流さず、散布むらの調整等に

使用する。

エ 使用後の空容器、空袋等は、廃棄物処理業者に処理を委託するか、市町村又は

農業団体等による回収・処理システムのある地域では定められた方法により処分

する等により、生活環境動植物に影響を与えないよう安全に処理すること。

オ 水田に使用する場合は、一時に大面積に使用せず、また漏水口をふさいで水漏

れを防止し、生活環境動植物等に被害の生ずるおそれのなくなるまでは、排水し

ないこと。

カ 使用農薬が、豪雨のためいっ水して被害を生ずることがあるので、大雨前後の

使用は避ける。

キ 定置配管施設等の残液処理には、十分注意し、施設の点検、管理を徹底する。

ク 水田で使用する場合には、定められた使用方法に基づき適量を適期に散布する

とともに、散布後の湛水に留意し、かけ流し、いっ水、漏水等のないように水管

理に十分努め、散布後７日間は田水の流水を止める。

また、田植え前後に使用できる薬剤は、代かき後から田植え前の落水による散

布効率の低下を防止するため、極力田植え後に使用する。

(５) モリネートを有効成分とする除草剤については、農業団体等が行う自主規制地区

を遵守する。

８ パラコートを含有する除草剤使用上の注意事項の遵守

パラコートを含有する除草剤を使用するに当たっては、次の事項を遵守する。

(１) 使用に当たっては、防除機、かくはん容器等防除専用器具以外の他の容器に移し

替えない。
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(２) 保管の際は、飲食物・食器類と区別し、密栓して子供の手の届かない冷暗な所に

鍵を掛けて厳重に保管し、盗難・紛失の防止措置を講じる。

(３) 使用後の空き瓶は、ほ場などに放置しない。

(４) 購入に際しては、自分の身分を証明するもの（自動車運転免許証、健康保険証等）

及び印鑑を必ず持参し、譲受書に記入する。

(５) あらかじめ買い置きせず、使用する予定に合わせてその都度購入する。

(６) 盗難・紛失にあった場合は、直ちに警察署に届け出る。

９ 農林水産航空事業における危・被害防止

航空機を用いて行う農薬散布（以下「空中散布」という。）は、農林水産業におけ

る就業人口の流出等に対応して、農林水産業の効率化を促進する観点から、県下では

一部地域で実施されているが、地形、気象条件等に影響されるため、その危・被害の

防止には、特に留意する必要がある。

空中散布の実施に当たっては、「農林水産航空事業の実施について」（平成13年10月

25日付け13生産第4543号農林水産事務次官依命通知）、「愛知県農林水産航空事業基本

方針」等に定める事項を十分遵守し、危・被害防止に万全を期すこととする。

10 無人航空機による病害虫防除における危･被害防止

無人航空機を用いて農薬散布を行う防除は、作業の効率化を図る観点から実施され

ている。

無人航空機による防除の実施に当たっては、「無人ヘリコプターによる農薬の空中

散布に係る安全ガイドライン」及び「無人マルチローターによる農薬の空中散布に係

る安全ガイドライン」(令和元年7月30日付け元消安第1388号農林水産省消費・安全局

長通知)等に定める事項を遵守し、危・被害防止に万全を期すこととする。

11 総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）の推進

病害虫防除に当たっては、病害虫発生予察情報を活用した適期防除に加え、伝染源

の除去等による病害虫が発生しにくいほ場環境の整備を行うとともに、生物農薬や性

フェロモン剤、温湯種子消毒等の様々な防除技術の適切な組合せによる、化学合成農

薬だけに頼らない総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）を推進し、環境負荷を軽減する

とともに、農作物の安定生産に資する防除対策に取り組む。

昭和６２年９月２２日 制 定
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平成 ７年４月 １日 一部改正

平成１１年５月３１日 一部改正

平成１４年４月 １日 一部改正

平成１５年４月 １日 一部改正

平成１９年５月１１日 一部改正

平成２５年５月３１日 一部改正

平成２８年８月３１日 一部改正

令和元年１０月 ８日 一部改正

令和２年 ９月 １日 一部改正
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